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暦　改　正　の　話

　「太陽が東の室から昇って頭の上を通り，やがて西の山に沈んだ，幾度も

幾度も太陽が通つtこ．」と云ふのは暦のない童話の國のことで，人類から暦

を奪ったなら，生活に現面容がなくなって太古のやうな氣持でゐられるか

も知れない．そう云ふ時代も永いことであっナこであらうが，バビロンや埃

及の昔に於て既に虫喰立派な暦があり，共の一つが種々な道程を経て今日

我々が使ってみる太陽暦となつナこのである．

　今の太陽暦がユリウス暦から改訂されて未だ僅かに三百五十年前後にし

かならないけれども，今日のやうに各民族間に出際的交渉が頻繁になって

逸ると，相互聞に異なる暦を用ぴてるる；との不便や，まナこ同じ太陽暦を

用ひてみるもの5聞でも，暦それ自身が持つ歓陥のナこめに非常の不便を感

じ，もっと暦を簡易化されなければならぬと云ふことになつナこてみる．

　　作った動機

　我々の暦の獲祥を尋ねると，ユリウス・シ1ザ1が埃及を征服して其文化

を移植させナこ副産物であって，太陽暦の系統を持つ埃及暦一それは一年

を十二ヶ月とし各日を均齊に三十日宛として塗る五日を年末の休日とした

もの一が臨時ロ1マが用ひてゐナこ陰暦に比して優ってみることを認めて

常用しナこことに依る．

　けれども征服者たる彼シ1ザ1は被征服者たる埃及の暦を無知件には自

用しなかつt．且つロ1マ人は奇数を古創がよいものと思ってゐナ：から，

新暦を制定するに當り大小の日を作つナここと、，其後劃ガスタス・シ1ザ

1が，まナこしても自分の生月なる八月を三十一日ある月とする爲めに暦に

改訂を加へたが爲めに，現在我々が用ひてみる暦の如きものとなった．こ

れらの暦の改革は共に氣まぐれな不純な動機に依って爲されナこのであるけ

れども，筒ほ一年が三百六十五日と・二四二と云ふ太陽の週期から割り出さ

れ，其の約束の範園内で爲されナこことであって，帝王の威を以ってしてもそ

れは攣へることは出來ない．
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　シ1ザ1二人の時代にあってはし週］の制度は猴太人の間のみに於いて行

はれ，未だロ1マの習慣となってみなかつナこから，馨ひ各月に：大小があっ

ても差しナこる問題にならなかつナこのであらう．然るにキリストi教が漸次ヨ

1ロツパに入るに穿って，宗教家の聞に其習慣が廣まり，コンスタンチン

大帝が紀元三百二十一年目至って日曜日を休日にすることを命じナこ．其頃

から暦の中に週曜日が入るやうになつナこから，日曜と週曜日が固定性を歓

くやうになつナこのは止むを得ないことである．

　　グレゴリ1の改暦

　ユリウス暦は週を暦の中に盛り入る・に至って複雑なものとなって來た

こと前述の通りであるが，太陽の週期に正しく合はす斜め，年々生する・2

42日を調節するナこめ一日の閏日を四年目短に置いナこけれども，爾・008だけ

の差が年々出守るのである．それが一五八二年のグレゴリ1法皇の代にな

っては，積り積って十日程の差が，正確な計算から見て生じナこと言ふこと

で，法皇は十月五日から十月十四日に亙る十日を共生の暦から飛ばすこと

を命じた．此の改革あって以來．新暦をグレゴリ暦と呼び，所謂平入の太

陽暦となってみる．共の改革は純理に立脚して爲されナこもので，シ1ザ1の

やうな我儘な氣分で行はれナこものでないけれども，猫ほ少からぬ國に於て

はユリウス暦が現に用ひられて居り，英國及び其屡領が太陽暦探用に決し

ナこのも十八世紀孚のことに過ぎない．然して今日では之をしも改革しやう

と言ふのである．劃時代の仕事と云ふに何等の誇張はないであらう．

　現在の改暦運動は，多少ともそれが輿論の形式をとって現はれた始めと

しては一九〇〇年以下の出撃事である．歓洲及アメリカで開かれナこ幾多の

國内及國際的押合に於て改暦要望の聲が學びられたが，最も効果的であっ

ナこものは一九ニ一年ロンドンで開かれtこ瓦餅商業千思所領會と，其翌年の

國際天文同盟の決議として要求されナこものであっナこ．此二者は下降聯盟に

改暦問題を研究調査することを依頼し，聯盟が之を受諾して，始めて問題の

目鼻が付いて來た，

　　聯盟の改暦事業
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　國際聯盟の逓信省である交通々過の專門委員會に潤ては，一九二三年，特

別委一員會を設けて改暦の要否，改定馳駅の研究調査を三年もか〉つてしナこ

が，研究の封象となったものは三十五ケ國から集つナこ百八十五種の新暦案

であった．

　調査の結果が一九二六年の聯盟総會に報告されナこ時，太陽暦の歓陥とし

て何人も認め得べしとしナこ所は下の三難であっナこ．

　　　（一）早年の下期及び四早期及び各，月の長さに差異あること，

　　　（ご）月日とその週日名が毎月毎年攣ること，

　　　（三）祭日や休日などが年に依って攣ること．

　この三難は就會の各方面に年々時々非常な不利を與へてるるものである

から，若しそれを解決するやう新暦案が考案され，各國民によって探用さ

る〉ならば，人類の現在及び將來に渉る利釜は確かに廣大なものに違ひな

い．さればこそ多くの新暦案が委員會に逸られて來ナこのであるが・それ等

を煎じつめて見ると三つの改定案となって現はれ各々一長一短はあって

も，兎に角それ等の何れを探戯するかの是非を決する禁め，聯盟では一九

三一年に改暦壁際會議を開催すべきや否やの報告を各國政府に求めナこ・と

して，それまでの準備として，國内委員會を設け，提供せられナこる問題の

研究調査をなさんことを勧告しナこ．

　　改定の三等案

　週給生活をしナこことのあるものは，誰しも馴れ知ってみる通り，一年は

五十二週と一日，閏年ならば二日であるが，五十二週聞を幾つかの敷に分

ち，各部の月に含まる》二野を回敷にするには，五十二を十三で割るか，或

は四で割るかの二途しかない．

　十三で割って一年を馬継な四季に分つものとして二つの案が出來ナこ，そ

の一は各季に三十日，三十日，三十一日と云ふ月を置き，三百六十四日を

得，淺る一日を年末の休日とする．けれども，其日は矢張り何曜日かに疑

ることにしてあるから，毎年毎月の日曝の曜日が移動する．此の案は改正

の瓢が少ないから屡らく問題の外に置く．其の二は之と殆んど同じである

けれども，年末の一日をブランク・デー（二日）と呼んで，それは何曜日で
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もないことにするから，毎年毎日のH附の曜日の名がi攣らない．之と次の

案とがし固定暦案1として取扱はれてるる．

　拐て上の案に從へば，讐ひ各季最初のニケ月聞は月の中に弄る起つた数

を有ナこす月と週に出入があっても，三月目には月末と週末とが一致し，且

つ一年を孚期雨晒期に分ける時に，月末が一致するから，統計や決算に便利

である．

　もう一つの，五十二を四で割る方は，一年が十三ケ月になるが，その代り，

各月がきっちり四週聞二十八日となり，月の何日は何曜日となると云ふこ

とは，どの月でも同じで，永世憂りがなくなる．此案によると，残る一一日は

年末に置き，十二月二十九日と云ふ受身にするけれども，それはイヤ1・デ

1（年曜日）と呼び他の週日と匠与する．閏年には一日を六月の末に辛い

上六月二十九日とし，これをリiブ・デ1（閏曜日）とする．その他に重大

なことは一つ殖えナこ月を六月と七月置聞に置いて，これを「ソル」（太陽）と

云ふ月とすることである．

：外回のやうに，各月をその固有の名でジユライとかオ1ガストとか呼び

馴れてみる庭では「ソル」と云ふ月名を磯明するのも勝手ではあるが，我

國のやうに各月を数へ讃みにする庭では，折角畳えた九月Septemberや十

月Octoberと云ふ観念を改めなければならない．尤もセプテンパ1やオク

ト1バ1が七月と八月を本來は意味すべき庭を，例のシ1ザ1二人が生れ

月の名ジュリアスのジュラdや羽ガスタスの才｝ガストと云ふものを冠

せナこ爲めに以下順i隆りとなってしまつナこ不合理の前例はあるにはある．

　　コツワ1ス氏の來朝

　昨年國際聯盟から派遣されて來朝しナこ］ツワースJames：B．　cotsworth氏は

上の一年十三ケ月暦の創案者で，これにし國際固定給1の名を附け，該暦の

探用が多くの優秀な得鮎あることを我助人に知らせようとしてみる．氏の

目的はこれと同時に後年開かれんとする改暦國際’會議に際し日本朝野の輿

論を代表せしむるため三内委員會を各方面から集めて組織せしむる事であ

る，
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吾等はこの際提供せられナこる二つの固定暦の得失に就いて，聯盟の改暦

委員會が調査しナニ虞を参考に資して，

ナこい．

　　雨案の得失

吾等の立揚から是非優劣を判断し

◎一年を十三ケ月として各月を二十八日号四週聞とする案．

　▲其の長所一（一）月のB藪は何れも同じ（二）俸給を計算する期間は支出

　の期間と正確に一致す・　（三）毎月の日藪に攣化なき事は月々の統計を作る揚

　北大なる利盆がある・（四）　毎月が一・定撒の週から成ってみる・

　▲其の鉄黙一（一）　十三と云ふ月の敷は二，三，四丁は六で割り切れない・

　（二）年の牛季四牛季は月によって分けることが出惜な）・・（三）一年を十三ケ

　月にすることは轍千年來の慣習に封して由々しき改攣である．（四）一般に統計

　を作る場合，十ニケ月忌の揚合よPも多くの修正を要す．

◎一年を十ニケ月とし，共の中の八ケ月は珊層群とし四ケ月を三十一日宛

　とする案．

▲其の長所一（一）半季及四牛季の月及び週の表が一定する　（二）毎月の仕

；事日の数が同等；になる．

▲其の鉄黒占一（一）刀の長さが一定しな）・・（二）刀は週の完全な籔を含まな

い．　（三）　月半り；其日の週日が攣i化する・（四）　將來の日出との比較．將來の統

計と過去の統計との比較は十三ケ月一年の揚合程に面倒でな）・が，翠に四牛季を

規則正しくせる改正案の二合よりは複雑である．

　上に墾げられナこ平平の（四）はこの暦の庭に於てのみ述べらるべきもの

でなく，内容の示す如くこれは爾案を一括しナこ二丁として纂ぐべきもので

あって，若しも爾案の比較をするとなれば寧ろ長所として學ぐべきもので

あらう．

　コ耳癖の長所として同氏が説く庭は頗る多方面に渉り，且つ興味あるも

のではあるが，それは他日に譲ること・・する．（次稿参照一編者）

　　　　　　　　　　　　　（「世界と我等」より）


